
 
 
 
 

 
 
 

Q１　この事業は、誰のために、何をするのですか？

Q２　この事業に、私たちの税金がどのように使われていますか？

Q３　この事業が行われることによるメリットは？

Q４　この事業はいつから始まり、また、見直しなどを行いましたか？

広く市民に対し、栄養、食生活に関する正しい知識を普及するため、

周知啓発を推進する人材（食生活改善推進員）の養成講座や、年代に応

じた食育を推進する取組を実施しています。 

市民が適切な食行動を理解し、実践することで、健康寿命を延伸する

ことを目的としています。

　食生活改善推進員が行う啓発活動に対する補助や、食育推進事業にか

かわる朝食レシピコンテスト等の開催にかかわる費用に使われていま

す。

栄養・食生活に関する正しい知識の普及と実践により、青年期の「や

せ」、壮年期の「肥満」、高齢期の「低栄養」などの健康リスクを予防で

きます。

平成 21 年に「三原市食育推進計画」を策定し、取組を推進してきまし

た。この計画は、平成 24 年、平成 29 年、令和５年に見直しを行ってい

ます。

事業名：食育推進事業

ワ ン ポ イ ン ト 解 説 

やっさだるマンの
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2024 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 食育推進事業 事業開始年度 個別事業により異なる

上位施策事業名 4-2-1　健康づくりの推進 担当局・部名 保健福祉部

根拠法令等 食育基本法、健康増進法 担当課･係名 保健福祉課

事務区分 ☑自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 桒田

対象者数（全住民に対する割合）

- 人 - ％

☑直接実施（直営）

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　）

☑補助金〔直接〕
（補助先：三原市食生活改善推進員連絡協議会　実施主体：補助先と同じ）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

実施の背景
　栄養・食生活は、生命を維持し、人々が健康で幸福な生活を送るために、欠くことができない営
みである。このため、栄養・食生活に関する正しい知識の普及啓発及び実践により、将来にわた
り健康を維持向上をすることが求められている。

目　的
（何のために）

　本事業を通じて適切な食行動を理解・実践することで、若年期の「やせ」、中年期の
「肥満」及び高齢期の「低栄養」を予防し、市民の健康寿命を延伸する。

対　象
（誰・何を対象に）

個別事業により異なる。
例）朝食レシピコンテスト
　　市内の高校に通う高校生または、市内在住の高校生

実施方法

(1) 食生活改善推進員養成講座
・市広報誌及び市内各所へのチラシ配布等により養
 成講座受講者を募る。
・一般財団法人日本食生活協会のテキストに基づく
 講座及び実習を計６回実施

(2) 食生活改善講習会等開催事業費補助支援
　（一般食生活改善事業）
・養成講座受講者で、三原市食生活改善推進協議会
 に入会した会員（以下、「食推」と言う。）向けの
 研修会を実施
・食推の地域活動（小・中学生を対象とした教室、
 地域サロンでの教室等）の実施

(3) 食生活改善推進員活動支援
・食推が実施する一般食生活改善事業及び高齢者食
 生活改善事業の活動支援　
 ※事業費内訳は別紙

7,070 
千
円

・養成講座受講者数
・食生活改善推進員協
 議会員数
・親子食育事業参加者数
・ヘルスサポーター参加
 者数

(4) 朝食レシピコンテスト
・高校生を対象に、栄養バランスや時短を考慮した
 朝食レシピを募集する。応募に際し、自作の食事写
 真添付も求める。
・３次審査の後、受賞３レシピを決定し、表彰す
 る。

1,054 
千
円

コンテスト応募件数

(5) キッズチャレンジ
・未就学児を対象として、調理体験の教室を実施。
・定員10組で、年４回程度実施。（令和６年度）

751 
千
円

事業参加組数

(6) 食育講演会
・年１回、食育に関する講演会を実施
(7) 出前講座
・要望のある地域の団体等に対して、栄養に関する
 講話を実施

187 
千
円

・講演会参加者数
・出前講座実施数

関連事業
（同一目的事業等）

食生活改善講習会等開催事業費補助（高齢者福祉課 令和５年度決算903,543円）

事
業
概
要

事業内容
（手段、手法など）

事業番号１事業番号２
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2024 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 食育推進事業 事業開始年度 個別事業により異なる

事業番号１事業番号２

2024 年度（予算） 2023 年度（決算見込） 2022 年度（決算） 2021 年度（決算）

事業費合計 10,733 千円 7,699 千円 4,554 千円 4,308 千円

担当正職員 0.35 人 2,100 千円 0.06 人 360 千円 0.06 人 360 千円 0.45 人 2,700 千円

臨時職員等 2.25 人 3,938 千円 1.25 人 2,188 千円 1.25 人 2,188 千円 1.26 人 2,205 千円

人件費合計 2.60 人 6,038 千円 1.31 人 2,548 千円 1.31 人 2,548 千円 1.71 人 4,905 千円

総事業費 16,771 千円 10,247 千円 7,102 千円 9,213 千円

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

国県補助金の内容

地方債 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

その他の財源の内容

一般財源 16,771 千円 10,264 千円 7,119 千円 9,213 千円

財源合計 16,771 千円 10,264 千円 7,119 千円 9,213 千円

事
業
費

事業費内訳
（2023年度分）

・人件費（現在、栄養指導に関する食育推進事業・生活習慣病予防事業は、会計年度任用職員の栄養
　　　　　 指導員４名が担当し、正規職員は事業進捗管理と関連事務を行っている。）
・報償費（講師謝金）
・印刷製本費（パンフレット作成、テキスト代他）
・補助金（食生活改善推進員活動のため）
※栄養指導員に係る予算措置を、2024年度に0.5人分増に変更したため、事業費増
　R5　食育推進事業　2.5人　生活習慣病予防事業　1.5人
　R6　食育推進事業　3.0人　生活習慣病予防事業　1.0人

人
件
費

国県補助金

その他の財源
（使用料、手
数料など）

コ
ス
ト

財源

内訳
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2024 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 食育推進事業 事業開始年度 個別事業により異なる

事業番号１事業番号２

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 2023 年度 2022 年度 2021 年度

食生活改善推進員養成講座受講者数 人 10/15 17/15 13/15

食生活改善推進員協議会員数 人 122/200 123/200 128/200

親子食育・ヘルスサポーター事業参加者数 校 13/15 13/15 14/15

朝食レシピコンテスト応募件数 人 152/200 244/200 180/200

キッズチャレンジ事業参加組数 組 26/28 24/24 実施なし

食育講演会参加者数 人 34/50 39/50 43/50

単位当たりコスト 総事業費 ／ 参加者(校･組)数 千円 28.8 15.5 24.3

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 2023 年度 2022 年度 2021 年度

朝食摂取率（20代男性） ％ R4　51.7/75.0 H29　61.3/75.0 ※計画策定時のみ（次回R11）

適正体重を維持している人の割合（男性） ％ R4　61.3/70.0 H30　63.0/70.0 ※計画策定時のみ（次回R11）

適正体重を維持している人の割合（女性） ％ R4　65.7/75.0 H30　66.3/75.0 ※計画策定時のみ（次回R11）

推定塩分摂取量（男性） ｇ 未確定 10.1/7.5以下 9.6/7.5以下

推定塩分摂取量（女性） ｇ 未確定 9.2/6.5以下 9.1/6.5以下

平均寿命の延伸分を上回る健康寿命の延伸
（男性）

年 R2　-0.59/0以上 H27 -1.23/0以上 ※政府統計５年ごと（平均余命）

平均寿命の延伸分を上回る健康寿命の延伸
（女性）

年 R2 -0.22/0以上 H27 -3.34/0以上 ※政府統計５年ごと（平均余命）

成果目標
（指標設定理由等）

・幼少期から青年期に、栄養・食生活に興味関心を持ち、知識を得ることで、将来的に適切な食行動
 が選択でき、適正体重を維持することができる。
・親元を離れる前の高校生を対象に朝食に関する意識付けをすれば、その後のライフステージにおい
 て朝食摂取を継続し、正しい食習慣の定着が促進でき、健康的な社会生活の維持向上につなげること
 をめざす。
・食生活改善推進員の活動において減塩の必要性を普及啓発すれば、適切な食塩摂取につながり、生
 活習慣病の予防ができる。これにより、健康寿命の延伸をめざす。

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

【課題】
・講演会や教室に参加する人は、少なくとも食育に興味関心がある人だと推察される。栄養・食生活
 への関心が低いまたは無関心である人に届き、関心が湧くような情報発信が必要である。
・事業参加者が、実生活において学んだ内容を実行しているか、把握することが困難である。
・将来の健康課題の予防を目的に事業を実施しているため、課題解決の即効性に欠ける。長期的な活
 動指標を掲げて取り組むことが必要である。

【対応策】
・幼少期　食に興味を持ち、自分で調理することの楽しみや達成感を味わう体験の場を提供する。（継続）
・学齢期　学校との連携を継続し、親子食育教室等を実施する。（継続）
・青年期　正しい食習慣の定着を促進するため、レシピコンテスト等の取組を実施する。（継続）
・壮年期をはじめとした全年代　図書館、スーパー等と連携した情報発信。（取組中）
・全年代　減塩の周知啓発により、生活習慣病の予防に繋げる。（食生活改善推進員の地域活動テー
 マに設定）

【今後の事業の方向性】
・食生活改善推進員の新規会員の獲得
・図書館、スーパー等と連携した情報発信
・若年層にも届く、デジタルを活用した情報発信、普及啓発

事
業
実
績

活動実績

事
業
成
果

成果
（目標達成状況）
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2024 年度

事業シート（概要説明書）

予算事業名 食育推進事業 事業開始年度 個別事業により異なる

事業番号１事業番号２

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

・尾道市　食生活改善推進員の組織はなく、保健推進員として健康づくりを推進
・世羅町　たすきを繋ぐ世羅の食育　レシピコンテスト　小中高校生を対象

特記事項
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し ょ く す い 

「食推さん」とは、「私達の健康は私達の手で～のばそう健康寿命つな

ごう郷土の食～」をスローガンに、生涯における「食をとおした健康づ

くり」につながる活動を行っているボランティア団体です。 

「食推さん」・「ヘルスメイト」と呼ばれています。 

食推さんの活動に興味のある方は、裏面の 

「令和６年度食生活改善推進員養成講座」の案内をご確認ください。 

●親子食育教室● 

小学校で児童と保護者に調理体験

会を開催しています。 

●地域伝達講習会● 

地域の集まりに出向き、減塩や健

康維持に役立つ献立を伝えたり、調

理実習を行っています。 

●会員研修● 

健康的な食生活についての会員研

修を行っています。 

●イベントでの試食提供● 

さまざまなイベントで健康に良い 

メニューを考案し、紹介しています。 

市内では 

101 人が活動中！ 

食推さんはこんな活動をしています！ 

6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 

食生活改善推進員養成講座 

【対   象】 

・食をとおした健康づくりに興味がある三原市にお住いの方 

 ・講座に５回以上出席できる方 

 ・講座修了後に食生活改善推進員協議会に入会し、ボランティア活動をする 

意思のある方 

①  7 月 17 日（水） 開講式、医師講演（生活習慣病予防） 

②  7 月 31 日（水） 講義（バランスの良い食事）（献立作成） 

③  8 月 21 日（水） 講義（食品衛生）、運動実習 

④  9 月 18 日（水） 調理実習（生活習慣病予防）、グループ学習 

⑤  10 月 30 日（水） 調理実習（介護予防）、グループ学習 

⑥  12 月 11 日（水） 調理実習（グループ献立）、修了式 

※日程、内容、会場は変更する場合があります。 

【時   間】 10 時～15 時 

【会   場】 本郷保健福祉センター（三原市本郷南 5-23-1） 

【受 講 料】 無料（調理実習があるときは、米 1/2 合を持参） 

【定   員】 20 名（先着） 

 

【募集締切】 令和６年６月２１日（金）まで 

【お申込み】 
電話 または 専用フォーム からお申込ください。 

（１）電話     → 保健福祉課 0848-67-6053 

（２）専用フォーム → https://logoform.jp/form/UQ6D/534038 

受講者大募集!! 

【日程・内容】 

料理が苦手な方、男性も大歓迎！ 

あなたも食推さんになりませんか？ 
詳しくは裏面をご覧ください 

専用フォーム 

二次元コード 
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体
的
に
も
影
響
が

大
き
い
た
め
、
飲
酒
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
は
ん
、
パ
ン
、
め
ん
類
な
ど
、
穀
物
を
主
材
料
と
す
る
も
の

炭
水
化
物
の
供
給
源

熱
や
身
体
を
動
か
す
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
な
り
ま
す

魚
、
肉
、
大
豆
、
卵
を
主
材
料
と
す
る
料
理

た
ん
ぱ
く
質
・
脂
質
の
供
給
源

身
体
の
血
や
肉
を
つ
く
っ
た
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
な
り
ま
す

主
に
野
菜
、
い
も
を
主
材
料
と
す
る
料
理

ビ
タ
ミ
ン
・ミ
ネ
ラ
ル
の
供
給
源

身
体
の
調
子
を
整
え
、
栄
養
や
味
を
補
う
働
き
を
し
ま
す

３
（
主
食
）

２
（
副
菜
）

１
（
主
菜
）

お
弁
当
箱
に
、
３
（
主
食
）
・
２
（
副
菜
）
・
１

（
主
菜
）
の
バ
ラ
ン
ス
で
詰
め
る
と
、
自
然
と
栄

養
バ
ラ
ン
ス
が
整
い
ま
す
。
市
販
の
お
弁
当

は
主
菜
が
多
く
、
副
菜
が
少
な
い
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
そ
ん
な
時
は
、
サ
ラ
ダ
な
ど
を
プ
ラ
ス
す

る
と
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
な
り
ま
す
。

お
腹
が
す
い
て

力
が
で
な
い
よ
～

１
脳
や
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
な
る

２
生
体
の
リ
ズ
ム
を
つ
く
る

３
太
り
に
く
い
体
を
つ
く
る

４
集
中
力
や
注
意
力
が
ア
ッ
プ
す
る

５
生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る

６
お
通
じ
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る

７
低
体
温
を
防
ぎ
、
免
疫
力
を
保
つ

朝
ご
は
ん
は
脳
の
目
覚
ま
し
時
計
で
す
。

規
則
正
し
く
朝
ご
は
ん
を
食
べ
身
体
を
目
覚
め
さ
せ
、

元
気
に
１
日
の
ス
タ
ー
ト
を
き
り
ま
し
ょ
う
！

若
い
世
代
で
は
、
糖
尿
病
や
高
血
圧
な
ど
の
生
活
習
慣
病
は
、

自
分
に
関
係
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
甘
い
も
の
や
し
ょ
っ
ぱ
い
も
の
、
油
の
こ
っ
て
り
し
た
も
の

な
ど
、
濃
い
味
付
け
の
食
習
慣
が
病
気
に
つ
な
が
り
ま
す
。
若
い

う
ち
か
ら
う
す
味
に
慣
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

１
本
５
ｇ
の
ス
テ
ィ
ッ
ク
シ
ュ
ガ
ー
が
．
．
．

①
７
本
（３
５
ｇ
）

②
９
本
（
４
５
ｇ
）

③
１
１
本
（
５
５
ｇ
）

正
解
は
、

左
下
に
あ
り
ま
す

適
正
体
重
の

B
M

Iは
"
2
2
"
で
す
が
、
厚
生
労
働
省
の
調
査

に
よ
る
と
、

2
0
代
女
性
の
理
想
と
す
る
体
型
の

B
M

Iは
"
1
9
"
だ

と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
と
い
う
結
果
が
あ
り
ま
す
。
本
来
や

せ
る
必
要
の
な
い
女
性
が
『
自
分
は
太
っ
て
い
る
』
と
認
識
し
て

い
ま
す
。

無
理
な
ダ
イ
エ
ッ
ト
は
、
自
分
だ
け
で
な
く
、
将
来
生
ま
れ
て
く

る
赤
ち
ゃ
ん
の
健
康
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

B
M

Iが
2
5
を
超
え
て
い
て
も
、
身
長
が
伸
び
て
い
る
間
は
問

題
あ
り
ま
せ
ん
。
「
朝
ご
は
ん
を
食
べ
な
い
こ
と
が
多
い
」
「
夜

食
・
間
食
が
多
い
」
こ
と
も
太
る
原
因
と
な
り
ま
す
。

無
理
に
食
事
を
抜
い
た
り
し
な
い
で
、
朝
・昼
・夜
き
ち
ん
と

食
べ
る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

果
物
・
乳
製
品
・主
食
な
ど
、

食
べ
や
す
い
物
か
ら
取
り
入
れ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ス
テ
ッ
プ

何
も
食
べ
て
い
な
い
人

果
物
・
乳
製
品
・菓
子
な
ど
の
場
合
は

主
食
に
変
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ス
テ
ッ
プ

何
か
１
品
食
べ
て
い
る
人

パ
ン
の
場
合
は
、

乳
製
品
を
プ
ラ
ス
♪

お
か
ず
を
１
品
プ
ラ
ス
し
ま
し
ょ
う
。

具
だ
く
さ
ん
の
味
噌
汁
や
ス
ー
プ
が
お
す
す
め
で
す
。

ス
テ
ッ
プ

主
食
を
食
べ
て
い
る
人

す
ば
ら
し
い
朝
食
で
す
！

乳
製
品
や
野
菜
・
果
物
を
プ
ラ
ス
し
て
み
る
と
い
い
で
す
ね

ス
テ
ッ
プ

主
食
・
主
菜
・
副
菜
が

そ
ろ
っ
て
い
る
人

主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
そ
ろ
え
る
こ
と
を

目
指
し
ま
し
ょ
う
。

ス
テ
ッ
プ

主
食
＋
１
品

食
べ
て
い
る
人

あ
と
も
う
一
歩
！

フ
ァ
イ
ト
だ
っ
ち
☆

三
原
市
食
生
活
改
善
推
進
員
協
議
会
三
原
支
部

＜
B

M
Iの
判
定
基
準
＞

１
８
．
５
未
満

１
８
．
５
以
上

～
２
５
未
満

２
５
以
上
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１ 応募資格 （１） 三原市内の高校に通学する高校生 

（２） 三原市内在住の高校生 

２ 応募要件 (1)「主食」「主菜」「副菜」をバランスよく組み合わせていること 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（２） 時短の工夫があり、高校生が調理できるもの 

（３） 自作で未発表のもの 

（４） 旬のものや地域でとれるものを使用したものが望ましい 

（５） 丼ものやワンプレートのメニューでも可 

※応募要件を明らかに満たしていない作品は、１次審査の対象とならない場合があります 

３ 募集期間 令和 6年７月 1日（月）～ 令和 6年８月 30日（金）必着 

４ 応募方法 【応募の流れ】 

（１） 応募エントリーをする。（応募者全員）学校名・学年・名前を登録 

URL： https://logoform.jp/form/UQ6D/609511  

ＱＲコード       

 

                （←応募エントリーはこちらから） 

（２） レシピを応募する。（応募者全員）ア、またはイ(ｱ)(ｲ)のいずれかの方法でレシピを投稿する。 

ア レシピ投稿フォームから応募する。 

ＱＲコード    

                         （←レシピ投稿フォームはこちらから） 

 

イ (ｱ)(ｲ)で入手した応募用紙にレシピを記入し、次ページ a～ｃの方法で提出する。 

(ｱ) 学校から配布された応募用紙に記入する。 

(ｲ) 応募用紙をダウンロードし、記入する。 

  ※三原市ホームページから応募用紙をダウンロードできます。 

三原市ホームページ 検索ワード 高校生 朝食レシピ 

ＱＲコード            

                 （←応募用紙ダウンロードはこちらから） 

 

 

～ 朝食１食分のレシピを大募集！ ～ 

ごはん、パン、めん類など、穀物を主材料とするもの 

炭水化物の供給源 熱や身体を動かすためのエネルギー源になります 主食 

魚・肉・大豆・卵を主材料とする料理 

たんぱく質・脂質の供給源 身体の血や肉をつくったり、エネルギー源になります 主菜 
＋ 

＋ 主に野菜・いもを主材料とする料理 

ビタミン・ミネラルの供給源 身体の調子を整え、栄養や味を補う働きをします 副菜 

それに加えて 

1 日 1 回 

摂りたい食品 

果物 

牛乳・乳製品 

★「主食」「主菜」「副菜」を組み合わせると、食事のバランスが整いやすくなります 

応 募 要 項 

別紙１ 
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※応募用紙記入後は、次の a～ｃの方法で提出してください。 

a 所属する学校に提出する。 

b保健福祉課メールに応募用紙を添付して送信する。 

          メール ：sunsea@city.mihara.hiroshima.jp     

c保健福祉課窓口に直接提出する。 

         三原市保健福祉課（土日祝を除く 8 時 30分～17時 15分） 

三原市港町３丁目５番１号 三原市役所１階 7番窓口 

５ 選考基準 
（１） １次審査   書類審査 

（２） ２次審査  食育に関わる関係機関・団体から選出された審査員による書類審査 

（３） ３次審査  市長による実食審査 

（三原市栄養指導員が応募レシピを再現します） 

６ 表   彰 ◆最優秀賞（市長賞） １作品 副賞：図書券三千円分 

◆優秀賞           ２作品 副賞：図書券二千円分 

※三原市役所にて、表彰式を行います。日程は別途受賞者へお知らせします。 

７ 作品の使用等 ◆応募作品を利用する権利は三原市に帰属します。 

◆入賞作品は三原市の食育推進の普及啓発を目的に使用し、応募作品、名前、学校名及び学年を

公表させていただきますので、ご了承ください。 

（三原市ホームページへ入賞作品の材料・分量や作り方等レシピの掲載するほか、レシピ集の配布

等を予定しています） 

８ 問合せ先 三原市保健福祉課健康増進係  Tel：0848-67-6053    

《朝食アンケートご協力のお願い》 

 
朝食の摂取状況や、朝食レシピコンテストへの参加を通じて意識した内容や食に対する認識の

変化などを調査するためにアンケートを実施します。アンケート結果については、個人を特定する

ことなく､統計的に処理をし、事業評価のために使用し、それ以外の目的で使用することはありま

せん。 

 アンケートの回答にご協力をお願いします。             

  令和６年７月 三原市保健福祉課 

                                           

アンケート： ＵＲＬ  https://logoform.jp/form/UQ6D/580111 

    

         ＱＲコード             （←アンケート回答はこちらから） 
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